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一
は
じ
め
に

鯖
江
市
資
料
館
に
は
「
間
部
家
文
書
」
が
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。
間
部
家
文
書
と
は
、
鯖
江
藩
の
藩
庁
史

料
の
総
称
で
、
そ
の
概
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

。
従
江
戸
到
来
御
用
状

こ
の
史
料
は
、
江
戸
藩
邸
か
ら
国
元
(
鯖

江
)
へ
送
ら
れ
て
き
た
書
状
で
、
一

O
日
ご

と
に
ま
と
め
て
、
一
番
、
二
番
、
三
番
と
い

っ
た
順
番
に
し
、
番
の
終
り
に
控
え
た
者
の

名
前
が
記
し
て
あ
る
。
内
容
的
に
は
江
戸
詰

め
の
家
老
か
ら
国
元
の
家
老
や
城
代
に
宛
て

た
書
状
、
国
元
か
ら
の
伺
い
に
対
す
る
返
答
、

諸
報
告
に
対
す
る
指
示
や
可
否
に
つ
い
て
-
記

し
た
書
状
、
そ
し
て
江
戸
か
ら
国
元
へ
回
答

を
求
め
た
書
状
で
あ
る
。
途
中
十
数
年
の
欠

が
あ
る
も
の
の
、
宝
永
七
年
か
ら
明
治
元
年

ま
で
三
七
四
冊
を
数
え
旬
。

。
日
記

こ
の
史
料
は
、
藩
の
公
用
日
記
で
、
内
容

は
、
鯖
江
藩
庁
に
お
け
る
年
中
行
事
、
家
中

士
卒
の
勤
役
形
態
(
昇
進
や
加
増
の
記
録
)
、

武
家
の
日
常
生
活
(
婚
姻
、
家
督
相
続
、
諸

届
)
、
ま
た
幕
法
や
藩
法
の
写
し
、
町
方
・
在

方
の
出
来
事
や
災
害
な
ど
街
略
に
記
録
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
毎
日
の
天
候
が
記
録
さ
れ

て
い
る
が
、
当
時
の
気
象
状
況
を
知
る
上
で

貴
重
な
史
料
と
い
え
る
。
日
記
も
若
干
の
欠

が
み
ら
れ
る
が
、
享
保
一
一
年
か
ら
明
治
三

年
ま
で
二
四
四
冊
を
数
え
旬
。

。
そ
の
他
一
件
書
類

領
知
朱
印
状
写
や
郷
村
帳
、
御
規
則
書
な

ど
鯖
江
藩
制
に
つ
い
て
検
討
す
る
上
で
の
基

本
的
史
料
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
御
家
人
帳
」

は
藩
家
臣
団
の
形
成
を
知
る
上
で
重
要
な
史

竹
内

鯖
江
藩
江
戸
藩
邸
「
御
用
部
屋
旧
記
」
・
1

小
堀
記
」
に
つ
い
て

料
で
、
『
鯖
江
市
史
』
(
第
五
・
六
巻
)
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
一
件
書
類
は
、
約

④
 

一
O
O
点
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
藩
校
進
徳
館
旧
蔵
の
和
漢
書

藩
校
進
徳
館
で
使
用
さ
れ
て
い
た
教
科
書

類
で
、
明
治
以
降
の
惜
陰
校
旧
蔵
の
も
の
も

⑤
 

若
干
含
ま
れ
、
二
一
三
一
冊
を
数
え
る
。

こ
の
よ
う
に
間
部
家
文
書
と
は
、
概
ね
江
戸
藩
邸

か
ら
の
書
状
と
鯖
江
藩
の
日
記
と
で
構
成
さ
れ
て
い

る
と
い
え
、
そ
れ
ら
は
鯖
江
藩
の
歴
史
を
研
究
す
る

上
で
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
従
江
戸
到
来
御
用
状
」
(
以
下
「
御

用
状
」
と
略
称
)
は
ど
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
「
御
用
状
」
の
内
容
は
、
前
述
の
よ
う
に

国
元
(
鯖
江
)
か
ら
の
何
い
に
対
す
る
返
答
や
、
諸

報
告
に
対
す
る
指
示
・
可
否
が
主
な
も
の
で
あ
る
か

ら
、
文
書
の
流
れ
と
し
て
は
、
ま
ず
国
一
万
か
ら
江
戸

藩
邸
へ
照
会
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
江
戸
藩
邸
で

の
協
議
・
決
裁
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
う
け
て
国
元
へ

回
答
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
文
書
が
寸
御

用
状
」
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
文
書
主
義
を
想
起
す

れ
ば
、
「
御
用
状
」
を
送
付
す
る
に
至
っ
た
経
過
を
記

し
た
文
書
が
あ
っ
た
、
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
間
部
家
文
書
』
第
一
勧
解

説
で
も
「
(
鯖
江
藩
の
)
江
戸
藩
邸
に
は
、
国
元
か
ら

の
御
用
状
控
が
当
然
作
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
れ
は
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
鯖
江
藩
の
江
戸
屋
敷
で
も

大
量
の
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
に
こ
う
し
た
江
戸
藩

邸
に
お
け
る
文
書
と
い
う
も
の
は
度
重
な
る
藩
邸
の

移
転
や
火
災
な
ど
に
よ
っ
て
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
も

の
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
明
治
に
入
り
旧
大
名
家
の

江
戸
藩
邸
の
規
模
が
縮
小
さ
れ
る
的
、
そ
れ
に
伴
っ

て
こ
れ
ら
の
文
書
が
整
理
さ
れ
、
失
し
な
わ
れ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
例
外
も
あ
っ
て
、
江
戸

藩
邸
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
藩
も
あ
る
が
、
鯖
江

藩
の
場
合
に
は
、
江
戸
藩
邸
の
文
書
は
散
逸
し
て
お

り
、
ま
さ
に
「
こ
れ
は
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

文
書
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
鯖
江
市
史
編
纂
の
一
貫
と
し
て
旧
鯖

江
藩
士
芥
川
誌
の
史
料
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の

芥
川
家
文
書
か
ら
『
文
献
綴
遺
』
と
題
さ
れ
る
史
料

が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
『
文
献
援
遺
』
に
は
鯖
江
藩

の
江
戸
藩
邸
で
作
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

「
文
書
の
目
録
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
藩
邸

で
作
成
さ
れ
て
い
た
文
書
の
「
目
録
」
だ
け
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
こ
の
目
録
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
文

書
が
作
成
さ
れ
て
い
た
か
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が

で
き
、
こ
れ
は
鯖
江
藩
の
江
戸
藩
邸
で
文
書
が
作
成

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
り
、
た
い
へ

ん
貴
重
な
史
料
と
い
え
る
。
こ
の
目
録
に
み
え
る
文

書
類
と
は
「
御
用
状
」
作
成
の
原
資
料
に
な
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

く
次
第
で
あ
る
。

ニ
『
文
献
綴
遺
」
に
つ
い
て

こ
こ
で
『
文
献
援
遺
』
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て

お
こ
う
。
『
文
献
綴
遺
』
は
そ
の
表
紙
に
「
共
四
」
と

あ
る
か
ら
当
初
は
四
冊
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
現
在
は
三
冊
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

三
冊
の
目
次
を
示
し
て
お
く
と
、

文
献
綴
遺
(
支
)

御
家
号
御
紋
所

小
花
和
御
法
号

文
献
綴
遺
(
百
)

@
 

御
領
知
分
限
帳

文
献
援
遺
(
世
)

御
居
城
御
屋
鋪

御
外
家

御
墓
誌

御

家

御
恩
賜

御
墓
地

受
福
堂

御
記
録

!
円
富
山
寸
r
u

J
つ
訓
剖
三
口

御
願
所
御
手
伝

聞
見
略
御
家
譜

と
い
う
の
が
、
『
文
献
援
遺
』
三
冊
の
内
容
で
あ
る
。

『
文
献
援
遺
』
を
作
成
し
た
の
は
藩
の
儒
者
芥
川
氏

で
あ
る
。
芥
川
氏
は
主
君
の
間
部
家
に
関
す
る
歴
史

的
事
柄
を
纏
め
、
こ
の
『
文
献
援
遺
』
を
作
成
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
文
献
援
遺
』
(
世
)
に
寸
御

記
録
」
と
い
、
7
項
目
が
あ
る
が
、
「
御
記
録
」
の
と
こ

ろ
に
寸
御
用
部
屋
御
旧
記
目
録
」
と
し
て
、
御
用
部

屋
の
文
書
目
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
『
文
献
擬
遺
』
(
世
)
に
「
御
屋
鋪
」
と
い

う
項
目
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
鯖
江
藩
の
江
戸
藩
邸
に

つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
江
戸
時

代
各
藩
に
は
規
模
の
大
小
は
あ
る
が
江
戸
に
藩
邸
が

与
え
ら
れ
て
い
た
。
江
戸
藩
邸
は
参
勤
し
た
大
名
が

生
活
す
る
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
幕
府
や
他
藩
と
の

折
衝
が
行
わ
れ
た
り
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
本
稿

の
テ

l
マ
か
ら
は
な
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
鯖
江

藩
に
お
け
る
江
戸
藩
邸
に
つ
い
て
概
略
を
理
解
す
る

た
め
に
『
文
献
援
遺
』
(
世
)
の
「
御
屋
鋪
」
の
一
部

を
こ
こ
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。

文

献

扱

遺

世

御
屋
鋪
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(
元
次
)

三
田
小
山
六
千
五
百
七
十
二
坪
毛
利
飛
騨
守
鯖
江
藩
の
江
戸
藩
邸
の
変
遷
が
よ
く
ま
と
め
ら
れ

様
元
御
屋
鋪
、
享
保
二
年
二
月
二
日
御
拝
領
、
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
大
名
家
の
江
戸
藩
邸
と
い
う

同
月
十
一
日
西
丸
下
ヨ
リ
御
移
前
年
五
月
十
も
の
は
、
幕
府
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
を

六
日
御
役
御
免
ヨ
リ
、
此
日
マ
デ
旧
邸
ニ
ア
「
拝
領
屋
敷
」
と
い
っ
た
。
大
き
な
大
名
は
上
屋
敷
、
三
「
御
用
部
屋
御
旧
記
」
に
つ
い
て

ラ
セ
玉
フ
、
当
時
ノ
御
優
待
コ
レ
ヲ
推
テ
奉
中
屋
敷
、
下
屋
敷
な
ど
多
く
の
屋
敷
を
抱
え
て
い
た
。
き
て
、
「
御
用
部
屋
御
旧
記
目
録
」
は
鯖
江
藩
江
戸

察
へ
シ
、
大
井
一
万
六
千
六
百
八
十
六
坪
、
「
拝
領
屋
敷
」
に
対
し
、
百
姓
地
や
町
人
地
を
買
い
藩
邸
(
上
屋
敷
、
一
二
回
小
山
屋
敷
)
に
お
け
る
御
用

松
平
陸
奥
守
様
御
屋
鋪
、
元
文
二
年
十
月
廿
取
っ
た
り
し
て
所
持
し
て
い
る
の
を
「
抱
屋
敷
」
と
部
屋
記
録
の
目
録
で
あ
る
。
江
戸
藩
邸
の
役
職
と
し

六
日
大
崎
計
欄
相
対
替
、
角
筈
四
千
二
百
坪
い
っ
た
。
こ
こ
に
引
用
し
た
『
文
献
援
遺
』
(
世
)
に
て
留
守
居
役
が
あ
っ
て
、
御
用
部
屋
で
い
ろ
い
ろ
な

余
、
西
尾
隠
岐
守
様
御
屋
鋪
、
延
享
三
年
十
み
え
る
三
田
小
山
屋
敷
が
鯖
江
藩
江
戸
藩
邸
の
上
屋
政
治
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
当
然
の
こ
と
な

一
月
廿
一
日
元
矢
倉
計
捕
相
対
替
、
本
芝
二
敷
で
あ
る
。
こ
の
屋
敷
は
享
保
二
年
(
一
七
一
七
)
が
ら
「
御
用
状
」
も
含
め
て
、
た
く
さ
ん
の
文
書
が

千
六
百
坪
余
、
中
根
大
隅
守
様
御
屋
鋪
、
宝
二
月
に
拝
領
し
た
も
の
で
、
鯖
江
藩
の
上
屋
敷
と
し
作
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

暦
元
年
十
二
月
十
九
日
代
々
木
ト
御
相
対
替
、
て
長
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
享
保
二
年
二
月
と
い
え
そ
れ
で
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
文
書
が
作
成
さ
れ

今
合
セ
テ
四
箇
所
ノ
御
屋
鋪
ナ
リ
(
中
略
)
ば
、
間
部
詮
房
が
村
上
藩
主
に
就
任
し
た
時
で
あ
り
、
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
寸
御
記
録
」

又
、
件
ノ
四
所
外
、
宝
永
三
年
二
月
五
日
青
鯖
江
藩
の
成
立
後
、
村
上
藩
の
屋
敷
が
鯖
江
藩
に
引
の
と
こ
ろ
に
「
御
用
部
屋
御
旧
記
目
録
」
が
記
さ
れ

山
ニ
テ
御
拝
領
コ
レ
ヲ
御
下
屋
鋪
ノ
最
初
ト
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
三
田
小
山
屋
敷
は
七
六
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
次
に
「
御
記
録
」
を

ス
、
宝
永
ノ
地
図
ニ
択
レ
パ
、
善
光
寺
ノ
西

O
O余
坪
(
一
説
に
は
六
五
七
二
坪
)
の
広
き
を
持
引
用
し
て
お
こ
う
。

南
ニ
当
ル
(
中
略
)
又
此
外
ニ
、
御
蔵
屋
鋪
っ
て
い
た
と
い
う
。
つ
ぎ
に
大
井
屋
敷
は
品
川
に
あ
文
献
綴
遺
世

ト
シ
テ
田
町
二
丁
目
ニ
御
抱
地
ア
リ
、
享
保
り
、
下
屋
敷
で
、
俗
に
鮫
頭
屋
敷
と
も
称
さ
れ
て
い
御
記
録

六
年
正
月
十
六
日
三
田
同
朋
町
失
火
ノ
時
御
た
。
角
筈
屋
敷
は
下
屋
敷
で
、
四
谷
に
あ
り
、
本
芝
寛
政
ノ
初
、
御
旧
記
ノ
朽
嚢
ヲ
倒
テ
、
其
事
ヲ
建
言

(
重
栄
)

類
焼
、
明
年
二
月
九
日
松
平
丹
後
守
様
へ
御
は
中
屋
敷
で
あ
る
。
三
田
小
山
屋
敷
、
大
井
屋
敷
、
シ
、
宝
永
・
正
徳
巳
来
現
存
数
百
冊
ヲ
修
捕
シ
、
新

譲
ト
ナ
ル
、
其
後
麻
布
善
福
寺
後
ニ
御
抱
地
角
筈
屋
敷
、
本
芝
屋
敷
の
四
屋
敷
が
鯖
江
藩
江
戸
藩
ニ
十
二
箱
ヲ
製
シ
テ
コ
レ
ヲ
蔵
ム
。
又
、
紀
年
要
略

ア
リ
、
明
和
災
後
、
其
主
へ
返
シ
玉
フ
(
以
邸
の
基
本
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
江
戸
屋
敷
の
七
冊
ヲ
編
述
、
ン
、
宝
永
一
元
年
ヨ
リ
明
和
八
年
マ
デ
、

(
詮
一
一
房
)
(
詮
言
)
(
詮
方
)
(
詮
央
)

下

略

)

位

置

は

そ

の

時

々

に

お

い

て

変

化

し

て

い

る

の

で

あ

亨

浄

、

瑞

昌

、

寛

広

、

究

克

四

公

ノ

事

記

ヲ

抄

出

シ

る
が
、
大
井
屋
敷
な
ど
は
幕
末
ま
で
鯖
江
藩
の
屋
敷

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
向
。

竹
内

鯖
江
藩
江
戸
藩
邸
「
御
用
部
屋
旧
記
」
・
「
小
堀
記
」
に
つ
い
て
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テ
便
覧
ニ
備
フ
、
後
世
書
記
タ
ル
者
相
継
テ
修
理
シ
、

白
魚
腹
中
ノ
物
ト
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
老
臣
タ
ル
者
モ
亦

監
臨
省
察
シ
テ
文
献
不
足
ノ
噸
ヲ
取
ル
コ
ト
ナ
カ
レ

御
用
部
屋
御
旧
記
目
録

享
保
元
年
日
記
上
下

同
二
年
日
記

同
四
年
日
記

同
五
年
日
記
上
下

同
六
年
日
記
上
下

同
七
年
日
記
上
下

同
八
年
日
記
上
中
下

同
九
年
日
記
上
下

同
十
年
日
記
上
下

向
十
一
年
日
記
上
下

同
十
二
年
日
記
上
下

右
第
一
番
箱
廿
一
冊

同
十
三
年
日
記

同
十
四
年
日
記
上
下

同
十
五
年
日
記
上
下

同
十
六
年
日
記
上
下

同
十
七
年
日
記
上
下

同
十
八
年
日
記
上
下

同
十
九
年
日
記
上
下
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冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊

同
廿
年
日
記
上
下

元
文
元
年
日
記
上
下

同
二
年
日
記
春
夏
秋
冬

右
第
二
番
箱
廿
一
冊

同
三
年
日
記
上
中
下

同
四
年
日
記
上
中
下

同
五
年
日
記
上
中
下

寛
保
一
元
年
日
記
上
中
下

同
二
年
日
記

同
三
年
日
記
上
下

延
享
元
年
日
記

同
二
年
日
記
上
下

右
第
三
番
箱
十
八
冊

同
三
年
日
記
上
中
下

同
四
年
日
記
上
下

寛
延
元
年
日
記
上
中
下

同
三
年
日
記
春
夏
秋
冬

右
第
四
番
箱
十
二
冊

宝
暦
元
年
日
記
春
夏
秋
冬

悶
二
年
日
記
春
夏
秋
冬

同
三
年
日
記
春
夏
秋
冬

右
第
五
番
箱
十
二
冊

同
四
年
日
記

四二二
冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊

四三二三
冊冊 冊冊

四四四
冊冊冊

四
冊

同
五
年
日
記

同
六
年
日
記

右
第
六
番
箱
十
二
冊

同
七
年
日
記

同
八
年
日
記

同
九
年
日
記

右
第
七
番
箱
十
二
冊

同
十
年
日
記

同
十
一
年
日
記

亨
浄
院
様
御
遺
物
帳

瑞
昌
院
様
御
遺
物
帳

誠
照
寺
御
朱
印
一
件

御
規
式
帳

大
野
郡
広
野
出
入
一
件

宝
暦
八
年
早
御
参
府
記

馬
之
助
様
少
人
騎
馬
記

雑
録

同

四四
冊冊

四四四
冊冊冊

一一一一一一一一一四三
冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊

右
第
八
番
箱
十
六
冊

正
徳
一
万
年
高
崎
御
用
状

同
松
井
金
右
衛
門
覚
書

同
二
年
高
崎
御
用
状

同
三
年
日
記

冊冊冊冊
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同
四
年
日
記

御
腰
物
帳

御
装
束
御
腰
物
類
留
帳

京
都
御
使
者
記

近
衛
様
御
馳
走
一
件

右
第
九
番
箱
廿
八
冊

宝
永
年
中
御
領
内
御
用
留

正
徳
以
来
御
用
留

御
条
目
諸
役
人
勤
書

享
保
・
元
文
御
触
書

同
十
一
年
御
家
中
親
類
書

寛
保
御
定
書

御
手
伝
一
件

同
御
用
状

右
第
十
番
箱
三
十
冊

亨
浄
院
様
御
実
録

宝
永
年
中
献
上
物
留
帳

台
同
崎
御
城
地
請
取
間
合
留
帳

同
御
城
受
取
御
用
留

同
請
取
御
用
覚
書

同
御
条
目

同
御
城
付
武
具
杢
橋
御
関
所
覚
帳

同
寺
社
御
朱
印
写

竹
内

十

冊冊冊冊冊
一 廿一二二一一二
冊 冊冊冊冊冊冊冊

一一一 一一 一一 五
冊冊冊冊 冊冊 冊冊

同
城
引
渡
覚
書

高
崎
・
上
方
・
銚
子
・
伊
豆
御
物
成
帳

高
崎
村
上
御
所
替
諸
事
極
書

村
上
御
在
城
中
御
勤
方
日
記

村
上
御
制
札
写

村
上
領
郷
村
高
帳

村
上
領
諸
番
所
定
書

村
上
領
転
切
支
丹
類
族
存
命
帳

村
上
町
方
寺
社
覚

耕
雲
寺
諸
上
寺
古
証
文

(
用
方
)

御
領
内
御
甲
留
帳

元
文
三
年
御
武
具
御
馬
具
元
帳

辻
番
所
御
条
目

享
保
十
一
年
御
招
請
記

正
徳
五
年
本
多
家
老
中
招
請
記

元
禄
八
年
有
馬
家
丸
岡
城
受
取
記

宝
永
七
年
戸
田
家
所
替
覚
書

享
保
十
五
年
戸
田
家
内
桜
田
御
門
番
記

右
第
十
一
番
箱
三
十
六
冊

倒
錯
澗
所
替
御
礼
御
進
物
帳

有
章
院
様
御
法
事
御
勤
番
帳

享
保
八
年
御
防
覚
書

御
家
督
御
勤
方
留
帳

鯖
江
藩
江
戸
藩
邸
寸
御
用
部
屋
旧
記
」
・
「
小
堀
記
」
に
つ
い
て

冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊

御
叙
爵
一
件

日
光
御
拝
礼
一
件

享
保
十
四
年
増
上
寺
御
跡
国
一
件

御
婚
礼
御
入
用
帳

若
殿
様
御
誕
生
記

天
英
院
様
御
法
事
御
勤
番
帳

同
御
条
日

若
殿
様
御
袴
著
御
規
式

寛
延
三
年
増
上
寺
御
跡
固
一
件

里
姫
様
御
養
女
一
件

寛
延
四
年
増
上
寺
御
園
記

宝
暦
四
年
東
叡
山
御
跡
固
記

若
殿
様
御
目
見
御
叙
爵
記

同
御
祝
物
御
贈
答

御
隠
居
御
家
督
一
件

仲
姫
様
御
婚
礼
御
床
飾
献
立

菊
姫
様
御
誕
生
記

御
門
番
勤
番
人
数
覚

日
光
御
留
守
中
御
防
記

板
倉
家
御
遺
物
献
上
留

小
笠
原
家
西
丸
大
手
御
門
番
記

久
世
家
桜
田
御
門
番
記

小
笠
原
秋
元
内
桜
田
後
門
番
記

冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊
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内
桜
田
御
門
番
下
馬
建
図

永
井
家
日
光
御
名
代
記

永
井
・
稲
垣
・
青
山
・
松
平
家
督
進
物
留

右
第
十
二
番
箱
三
十
六
冊

総
計
十
二
箱
、
二
百
五
十
四
冊
、
何
レ
モ
芝
三
田

小
山
用
部
屋
記
録
ノ
黒
印
ヲ
押
ス
、
宝
暦
十
二
年
日

記
己
後
ハ
逐
年
事
繁
ク
文
煩
ク
毎
歳
一
巨
冊
紅
挙
ス

ヘ
カ
ラ
ス
整
摂
シ
カ
タ
キ
ニ
至
ル
、
故
ニ
コ
レ
ヲ
長

持
ニ
蔵
ル
コ
ト
三
梓
ニ
及
フ
、
又
、
明
和
巳
来
外
桜

田
御
門
番
、
方
角
火
消
、
御
法
事
勤
番
、
両
山
御
跡

固
及
御
吉
凶
ノ
記
数
巻
ア
リ
、
又
、
別
優
御
家
人
帳
・

分
限
帳
・
席
帳
・
定
式
帳
ノ
類
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス

『
文
献
綴
遺
』
の
「
御
記
録
」
の
全
文
を
こ
こ
に

記
載
し
た
が
、
こ
の
史
料
か
ら
い
く
つ
か
の
興
味
深

い
事
柄
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
鯖
江
藩
江
戸
藩
邸
に
は
、
宝
永
・
正
徳
以

来
の
記
録
と
し
て
「
数
百
冊
」
に
お
よ
ぶ
文
書
が
あ

っ
た
が
、
「
寛
政
ノ
初
、
御
旧
記
ノ
朽
嚢
ヲ
倒
ミ
、
其

事
ヲ
建
言
シ
」
こ
れ
を
整
理
す
る
こ
と
に
な
り
、
文

書
に
補
修
を
加
え
、
二
五
四
冊
の
書
冊
に
仕
立
て
直

し
、
す
べ
て
「
芝
三
田
小
山
用
部
屋
記
録
」
の
押
印

を
施
し
、
こ
れ
を
都
合
一
二
個
の
文
書
箱
に
収
納
し 冊冊冊

た
と
い
う
。
「
御
記
録
L

に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
御
用

部
屋
御
旧
記
目
録
し
と
は
そ
の
文
書
目
録
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

宝
永
・
正
徳
以
来
の
記
録
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
丁

度
間
部
家
の
祖
に
あ
た
る
間
部
詮
一
房
が
六
代
将
軍
徳

川
家
宜
、
七
代
将
軍
徳
川
家
継
に
仕
え
、
詮
一
房
自
身

は
側
用
人
に
就
任
し
新
井
白
石
と
と
も
に
幕
政
(
正

徳
の
治
)
を
推
進
し
は
じ
め
た
頃
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
情
勢
を
反
映
し
、
間
部
家
で
も
取
り
扱
う
文
書

の
量
が
飛
躍
的
に
増
加
し
、
大
量
の
文
書
類
が
作
成

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
『
紀
年
要
略
』
(
七
冊
)
な
る
文
献
が
編
纂

さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
も

注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
『
紀
年
要
略
L

(

大
郷
金

蔵
編
カ
)
は
、
詮
房
一
、
詮
言
、
詮
方
、
詮
央
の
四
代

(
宝
永
元
年
1
明
和
八
年
)
の
事
跡
を
記
し
た
も
の

と
あ
る
か
ら
、
詮
房
に
つ
い
て
は
側
用
人
と
し
て
の

活
躍
、
高
崎
か
ら
村
上
へ
の
転
封
経
過
な
ど
が
述
べ

ら
れ
、
そ
し
て
、
詮
言
、
詮
方
、
詮
央
に
つ
い
て
は

藩
公
を
中
心
に
し
て
書
か
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
史
書
し

で
は
な
か
ろ
う
か
。
内
容
的
に
は
、
鯖
江
藩
の
立
藩

事
情
か
ら
は
じ
ま
り
、
藩
制
の
確
立
、
家
臣
団
の
編

成
、
城
下
町
の
整
備
な
ど
に
つ
い
て
編
年
体
で
書
き

す
す
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
つ
ま
り
『
紀
年
要

略
』
は
鯖
江
藩
の
正
史
た
る
べ
き
文
献
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
鯖
江
藩
で
も
こ
の
『
紀
年
要
略
』
は

重
宝
さ
れ
て
い
た
と
み
、
ぇ
、
例
え
ば
、
鯖
江
藩
の
日

記
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
旬
。

四
(
月
)
十
日
晴

一
大
坂
表
江
上
原
笹
次
郎
差
立
六
番
御
用
状
、

別
紙
八
通
、
半
切
別
紙
壱
通
、
紀
年
要
略
之

内
書
抜
壱
冊
、
並
東
鯖
江
御
村
替
之
節
酒
井

(
忠
音
)

修
理
大
夫
様
御
家
来
よ
り
引
送
候
帳
面
写
壱

冊
差
遣
之

つ
ま
り
可
紀
年
要
略
』
の
「
書
抜
」
が
作
成
さ
れ

て
い
た
と
い
う
。
現
在
は
こ
の
『
紀
年
要
略
』
は
散

逸
し
て
お
り
、
こ
れ
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
散
逸
が
惜
し
ま
れ
る
。

そ
れ
で
は
寸
御
用
部
屋
御
旧
記
目
録
」
の
検
討
の

入
ろ
、
7
0

こ
こ
に
引
用
し
た
「
御
用
部
屋
御
旧
記
目
録
」
に

よ
れ
ば
、
全
一
二
箱
の
う
ち
第
一
箱
か
ら
第
七
箱
ま

で
は
日
記
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
享
保
元
年
か
ら

宝
暦
九
年
の
も
の
ま
で
、
一

O
八
冊
の
御
用
部
屋
日

記
で
あ
る
。
そ
し
て
第
八
箱
に
も
宝
暦
一

O
、
一
一

年
の
日
記
(
二
冊
)
が
あ
り
、
第
九
箱
に
は
正
徳
三
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年
、
四
年
の
日
記
(
三
冊
)
が
み
ら
れ
る
か
ら
、
日

記
は
全
体
と
し
て
み
る
と
、
正
徳
三
年
か
ら
宝
暦
一

一
年
の
も
の
ま
で
、
都
合
一
一
三
冊
が
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
日
記
の
記
載
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
江

戸
藩
邸
の
日
記
で
あ
る
か
ら
、
藩
邸
内
の
出
来
事
、

江
戸
城
内
の
出
来
事
を
中
心
に
、
幕
府
や
他
藩
と
の

連
絡
、
国
元
か
ら
の
照
会
、
そ
れ
に
対
す
る
江
戸
藩

邸
当
局
の
対
応
、
決
裁
過
程
を
一
示
す
記
録
、
国
元
へ

の
指
示
事
項
、
連
絡
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と

思
慮
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
江
戸

藩
邸
の
日
記
と
は
、
国
元
へ
送
付
さ
れ
た
「
御
用
状
L

そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
か
。

つ
ぎ
に
、
第
八
箱
か
ら
第
一
二
箱
に
は
様
々
な
文

書
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い

る
記
録
類
で
、
今
日
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、

第
八
箱
の
「
亨
浄
院
様
御
遺
物
帳
」
、
第
一
一
箱
の
「
亨

浄
院
様
御
実
録
」
、
っ
高
崎
御
城
付
武
具
杢
橋
御
関
所

所
覚
書
」
ぐ
ら
い
で
、
の
こ
る
記
録
類
は
散
逸
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
資
料

に
も
、
例
え
ば
第
一

O
箱
の
「
享
保
十
一
年
御
家
中

親
類
書
」
や
第
一
一
箱
の
「
高
崎
・
上
方
・
銚
子
・

伊
豆
御
物
成
帳
」
な
ど
な
か
な
か
興
味
深
い
も
の
が

少
な
く
な
い
。
こ
の
外
、
吉
岡
崎
城
下
に
関
す
る
記
録
、

竹
内

越
後
国
村
上
に
関
す
る
記
録
、
間
部
氏
に
対
す
る
公
五
十
七
種
二
百
七
十
九
冊
、
画
図
書
付
百
余
通
、

役
に
関
す
る
記
録
な
ど
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
装
演
シ
テ
十
二
箱
ニ
蔵
メ
、
有
司
ニ
告
戒
シ
テ

ど
が
、
「
御
用
部
屋
旧
記
」
の
特
徴
で
あ
る
。
朽
敗
セ
サ
ラ
シ
ム
、
是
且
ハ
翌
年
百
卿
に
ず
、

最
後
に
、
寸
御
用
部
屋
旧
記
L

の
作
成
経
過
に
つ
い
亨
浄
院
様
百
回
御
追
遠
ノ
一
ニ
備
ル
ノ
ミ

て
検
討
し
て
お
こ
う
。
『
文
献
綴
遺
』
(
世
)
に
寸
聞
す
な
わ
ち
、
間
部
詮
一
房
の
公
用
日
記
な
ど
を
中
心

見
略
し
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
以
下
の
如
く
記
さ
れ
と
し
た
諸
々
の
記
録
類
が
鯖
江
藩
の
下
屋
敷
で
あ
る

て
お
り
、
参
考
に
な
る
の
で
引
用
し
て
お
く
。
大
井
屋
敷
(
鮫
頭
屋
敷
)
に
保
管
さ
れ
て
い
た
と
こ

(
元
年
)

亨
浄
院
様
御
役
中
御
記
録
去
ル
寛
政
己
酉
四
月
ろ
、
寛
政
元
年
四
月
一
一
七
日
に
大
井
屋
敷
が
火
災
に

(

寛

政

八

年

)

⑫

廿
七
日
大
井
御
蔵
焼
亡
ノ
後
、
同
丙
辰
四
月
廿
合
い
、
文
書
類
も
灰
燈
に
帰
し
た
が
の
で
あ
る
が
、

六
日
旨
有
テ
、
其
中
修
整
ス
ヘ
キ
ヲ
択
テ
、
朝
同
八
年
四
月
に
至
り
、
「
其
中
修
整
ス
ヘ
キ
ヲ
択
テ
、

鮮
人
来
朝
御
用
留
十
個
師
吉
吉
永
日
記
八
冊
、
朝
鮮
人
来
朝
御
用
留
十
四
冊
」
ほ
か
五
種
五
五
冊
の

正
徳
日
記
十
七
冊
、
常
憲
院
様
御
凶
礼
一
件
九
記
録
類
を
老
中
戸
田
采
女
正
に
差
し
出
し
た
と
い

⑬
 

冊
、
同
一
回
御
忌
御
法
会
日
記
七
冊
、
合
テ
五
う
。
そ
し
て
、
「
残
本
畑
燈
ノ
間
ニ
燭
脱
シ
、
空
ク
箱

(
氏
教
)

種
五
十
五
冊
、
戸
田
采
女
正
様
御
宅
へ
指
出
サ
底
ニ
埋
没
ス
ル
コ
ト
三
十
余
年
、
有
司
以
テ
意
ト
セ

(
十
年
)

レ
、
文
化
発
百
十
月
六
日
先
達
被
指
出
候
御
役
ス
」
そ
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
が
、
遂
に
「
深
ク
建

中
御
書
物
公
辺
ノ
儀
相
認
候
口
問
ニ
付
、
其
侭
被
言
シ
テ
、
其
錯
乱
ヲ
正
シ
、
其
焚
壊
ヲ
補
」
ふ
こ
と

(
信
明
)

留
置
旨
、
御
留
守
居
御
呼
出
、
松
平
伊
豆
守
様
と
な
り
、
文
化
一
四
年
の
夏
か
ら
文
政
元
年
の
秋
に

御
宅
ニ
テ
仰
達
ラ
ル
、
残
本
燥
燈
ノ
問
ニ
燭
脱
か
け
て
、
「
都
合
五
十
七
種
二
百
七
十
九
冊
、
画
図
書

シ
、
空
ク
箱
底
ニ
埋
没
ス
ル
コ
ト
三
十
余
年
、
付
百
余
通
、
装
演
シ
テ
十
二
箱
ニ
蔵
メ
」
た
と
い
う
。

有
司
以
テ
意
ト
セ
ス
、
克
ニ
嚢
腹
ニ
葬
ラ
ン
ト
な
お
、
こ
れ
は
詮
房
の
百
回
忌
御
追
遠
に
備
え
ら
れ

ス
、
余
其
如
此
十
ロ
ヲ
倒
ミ
¥
深
ク
建
言
シ
テ
、
た
と
も
書
か
れ
て
い
る
。

(
文
化
一
四
年
)

其
錯
乱
ヲ
正
シ
、
其
焚
壊
ヲ
補
ヒ
、
丁
丑
ノ
夏
「
御
記
録
」
の
冒
頭
に
は
「
御
用
部
屋
旧
記
」
の

文
政
-

ヨ
リ
戊
寅
ノ
秋
ニ
至
テ
、
成
功
ヲ
告
ク
、
都
合
成
立
に
つ
い
て
「
寛
政
ノ
初
、
御
旧
記
ノ
朽
嚢
ヲ
倒

鯖
江
藩
江
戸
藩
邸
「
御
用
部
屋
旧
記
」
・
「
小
堀
記
し
に
つ
い
て
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テ
」
と
あ
る
か
ら
、
史
料
を
そ
の
ま
ま
読
め
ば
、
寛

政
初
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
「
聞
見

略
」
で
は
寛
政
元
年
に
大
井
屋
敷
が
火
災
に
合
い
、

同
八
年
文
書
類
の
提
出
が
命
じ
ら
れ
た
、
と
あ
る
。

こ
の
時
若
干
の
整
備
は
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
が
、
本
格
的
な
整
備
が
な
さ
れ
る
の
は
、
文
化
一

四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
代
の
差
は
ど
の
よ
う

に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
御
用

部
屋
旧
記
」
の
文
書
数
が
二
五
四
冊
、
寸
聞
見
略
」
の

文
書
数
が
二
七
九
冊
と
冊
数
に
お
い
て
一
致
し
て
い

な
い
こ
と
も
気
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
「
御
記
録
」
に

は
大
井
屋
敷
の
火
災
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一
言
も
ふ

れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
大
井
屋
敷
火
災
の

後
、
補
修
さ
れ
た
文
書
類
が
上
屋
敷
で
あ
る
三
田
小

山
の
藩
邸
に
移
さ
れ
、
こ
れ
が
「
御
用
部
屋
旧
記
L

と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
「
小
堀
記
」
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
『
文
献
援
遺
』
の
「
御
記
録
」
の
つ
ぎ

に
「
小
堀
記
」
と
い
う
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
小
堀
記
」
は
、
鯖
江
藩
の
旧
臣
小
堀
氏
が
作
成
し

た
諸
記
録
の
総
称
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
以
下
述
べ
て
お
こ
う
。
寸
小
堀
記
」

に
つ
い
て
説
明
を
加
え
る
ま
え
に
「
小
堀
記
」
そ
の

も
の
を
引
用
し
て
お
く
。

文

献

援

遺

世

小
堀
記

政
興
・
武
雅
二
代
ノ
記
、
若
干
冊
御
記
録
ノ
補
遺
ニ

備
フ
へ
ク
、
其
文
献
賞
ス
ル
ニ
足
レ
リ
、
御
家
御
代
々

執
政
ニ
於
テ
ハ
二
条
摂
政
良
基
公
日
次
記
二
百
巻
ヲ

纂
輯
シ
玉
ヒ
ケ
ル
ニ
モ
此
方
ス
ヘ
キ
カ

政
興
記

一
、
宝
永
四
年
亥
日
記

自
九
月

至
十
二
月

白
十
月

至
子
四
月

自
四
月

至
九
月

自
九
月

至
丑
正
月

白
三
月

至
七
月

自
八
月

至
十
二
月

白
正
月

至
二
月

白
二
月

至
六
月

自
問
八
月

至
十
二
月

同
一
、
同
五
年
子

同
一
、
同
六
年
丑

同
一
、
同
七
年
寅

同同

一
、
同
八
年
日
正
徳

9
改
元

一
、
正
徳
元
年
卯

一
、
同
二
年
辰

一
、
同
三
年
巳

一
、
同
四
年
午

一
、
同
五
年
未

一
、
同
六
年
申
享
保

改
元

冊

一
、
享
保
二
年
酉

冊

同

冊

一
、
岡
三
年
成

冊

同

冊

一
、
同
四
年
亥

冊

一、同

冊

一
、
同
五
年
子

冊

同

冊

一
、
同
六
丑

自
正
月

至
六
月

自
七
月

至
十
二
月

全全全全自
正
月

至
十
月

白
正
月

至
二
月

白
五
月

至
十
二
月

白
正
月

至
七
月

白
七
月

至
十
二
月

白
正
月

至
八
月

白
八
月

至
十
二
月

白
正
月

至
七
月

白
七
月

至
十
二
月

白
正
月

至
四
月

冊冊冊 冊 冊 冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊
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自
五
月

至
十
二
月

白
正
月

歪
二
月

完自
正
月

至
三
月

一
、
同
七
寅

一
、
同
九
辰

一
、
同
十
巳
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通
計
廿
九
冊

一
、
高
崎
惣
画
図

一
、
正
徳
元
年
尾
張
様
御
通
御
馳
走
覚

一
、
正
徳
三
年
二
月
宗
門
改
覚

一
、
寺
社
町
方
覚
書

一
、
正
徳
六
年
吟
味
方
御
用
向
覚
帳

一
、
会
所
御
用
之
筋
覚
書

己
上
高
崎

一
、
村
上
城
受
取
方
覚

一
、
村
上
城
受
取
人
数
井
武
器
覚

一
、
引
越
之
面
々
駄
賃
馬
被
下
割
直
帳

一
、
村
上
受
取
御
用
留
帳

一
、
村
上
御
所
替
諸
士
道
中
継
人
馬
覚

一
、
従
瀬
浪
村
追
手
迄
行
列

一
、
村
上
当
日
追
手
内
行
列
覚

一
、
村
上
御
規
式
帳

一
、
年
中
定
式
御
進
物
帳

竹
内

冊

一
、
村
上
惣
画
図

一、同
一
、
村
上
御
城
画
図

一
、
二
丸
住
居
図
建
具
覚
帳

一
、
二
丸
御
殿
向
画
図

一
、
相
川
御
茶
屋
場
画
図

一
、
村
上
城
画
図

一
、
村
上
住
居
画
図

一
、
村
上
領
村
画
図
城
廻

三
条
付

一
、
村
上
町
画
図

一
、
従
村
上
近
国
道
程

一
、
村
上
制
札
留

一
、
村
上
屋
敷
数
覚

一
、
村
上
町
瀬
波
町
人
別
覚

一
、
村
上
城
下
人
別
町
数
馬
数
覚

一
、
御
高
札
写

一
、
相
川
下
屋
敷
諸
色
目
録

一
、
瀬
波
丁
覚
書

一
、
同
御
蔵
等
覚

一
、
大
坂
御
回
米
新
潟
江
被
遺
御
役
人
誓
調

一
、
享
保
五
年
諸
御
門
張
紙

一
、
先
規
年
始
御
礼
寺
社
順
書

一
、
転
切
支
丹
類
族
申
送
書
付

冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊

鯖
江
藩
江
戸
藩
邸
「
御
用
部
屋
旧
記
」
・
寸
小
堀
記
」
に
つ
い
て

冊冊冊冊冊冊

一
、
享
保
五
年
大
坂
御
回
米
御
用
勤
方

一
、
同
年
御
回
米
船
証
文

一
、
村
上
御
法
事
中
御
寺
諸
役
人
勤
書

一
、
村
上
城
引
渡
惣
役
人
名
前
書
付

一
、
村
上
城
付
武
具
覚
帳

一
、
村
上
城
引
渡
人
数
井
武
具
覚

一
、
従
村
上
引
払
追
手
御
門
外
行
列

一
、
従
村
上
西
鯖
江
御
所
替
御
用
向

一
、
従
村
上
鯖
江
御
所
替
定
書

一
、
御
所
替
被
仰
出
一
候
節
請
取
方
心
付
覚

一
、
得
替
受
取
波
大
旨
記

一
、
前
日
御
見
分
当
日
引
渡
覚
書

一
、
鐙
自
主
渡

4
9
受
取

一
、
岩
船
・
蒲
原
・
三
嶋
郡
家
数
人
別
帳

一
、
御
引
渡
御
使
番
書
付

一
、
同
御
請
書

一
、
今
日
引
渡
場
所
書
付

二
宝
永
七
年
諸
士
勤
書
箱
入

二
鯖
江
御
引
移
ニ
付
申
波
書
付

巳
上
村
上
・
鯖
江

(
詮
房
父
、
清
貞
)

一
、
紹
有
様
御
書

(
間
部
詮
貞
)

一
、
主
膳
様
御
室
日

一
、
瑞
昌
院
様
御
書
写

十
一八一一一一二一一一一一二一一一一一二

通通
四一一
通通通
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子
七
月
廿
一
日

一
、
同
写

御
下
知
状

巳
上
御
堂
日

武
雅
記

一
、
家
督
日
記
享
保
十
年

一、同
一
、
享
保
十
四
年
御
入
部
日
記

一
、
同
十
郎
年
記
小
林
士
口
左
衛
門

小
堀
勘
十
郎

一
、
同
十
九
年
記

一
、
同
廿

一
、
同
廿
一

一
、
寛
延
元
日
記

一
、
同
二

一
、
宝
暦
十
二

一
、
同
十
二

一
、
同
十
三

一
、
明
和
元

一
、
同
二

一
、
同
三

一
、
同
四

一
、
同
五

一
、
同
六

三
十
九
巻
四
号

通

一

、

同

七

(

十

五

郎

、

隠

居

名

宗

水

)

へ

家

督

相

続

が

な

さ

れ

一

、

同

八

た

年

で

あ

り

、

武

雅

記

に

み

え

る

「

家

督

日

記

」

は

己

上

ま

さ

に

こ

の

時

に

作

成

さ

れ

た

記

録

で

あ

る

と

考

、

ぇ

以
上
が
『
文
献
扱
遺
』
に
み
え
る
「
小
堀
記
」
で
ら
れ
る
。
小
堀
家
初
代
小
堀
勘
十
郎
の
実
名
(
名
乗

あ
る
。
「
小
堀
記
L

の
冒
頭
に
寸
政
興
、
武
雅
二
代
ノ
り
)
が
政
興
で
、
二
代
目
当
主
小
堀
勘
十
郎
の
実
名

記
、
若
干
冊
御
記
録
ノ
補
遺
ニ
備
フ
ベ
ク
、
其
文
献
(
名
乗
り
)
が
武
雅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
史

賞
ス
ル
ニ
足
レ
リ
」
と
あ
る
か
ら
、
「
小
堀
記
」
と
料
は
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

は
、
鯖
江
藩
の
旧
臣
小
堀
政
興
、
武
雅
の
二
代
に
亘
が
、
「
小
堀
記
」
は
鯖
江
藩
の
旧
臣
小
堀
勘
十
郎
家
に

っ
て
作
成
さ
れ
た
記
録
と
考
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

き
て
、
「
小
堀
記
し
を
残
し
た
政
興
、
武
雅
と
は
誰
を
「
小
堀
記
L

の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
鯖
江
藩
家
中
に
お
い
て
、
小
ま
ず
「
政
輿
記
」
で
あ
る
が
、
宝
永
四
年
か
ら
享
保

堀
と
い
う
姓
は
二
軒
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
十
年
ま
で
の
日
記
二
九
冊
が
あ
る
。
こ
の
日
記
は
、

だ
け
の
記
録
を
残
す
こ
と
の
で
き
る
家
柄
と
い
う
の
あ
る
年
度
に
お
い
て
、
日
記
が
作
成
さ
れ
た
月
と
、

は
、
宝
永
元
年
二
一
月
に
召
し
抱
え
ら
れ
、
間
部
家
そ
う
で
な
い
月
と
が
み
ら
れ
、
一
様
で
は
な
い
が
完

に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
小
堀
勘
十
郎
家
し
か
考
、
ぇ
全
に
揃
っ
て
い
る
の
は
、
宝
永
八
年
(
正
徳
元
年
て

ら

れ

な

い

。

享

保

三

年

か

ら

六

年

、

九

年

の

六

年

分

で

あ

る

。

あ

「
小
堀
記
L

は
「
政
興
記
」
と
「
武
雅
記
」
に
分
と
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
月
を
含
む
が
、
宝
永
四
年

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
政
興
記
に
宝
永
四
か
ら
享
保
一

O
年
ま
で
の
日
記
で
あ
る
か
ら
、
年
代

年
か
ら
、
享
保
一

O
年
ま
で
の
日
記
が
み
ら
れ
る
。
的
に
は
、
初
代
小
堀
勘
十
郎
が
間
部
詮
房
に
仕
え
は

ま
た
、
武
雅
記
に
は
「
家
督
日
記
」
(
享
年
一

O
年
)
じ
め
、
高
崎
城
代
に
就
任
し
た
時
期
に
あ
た
り
、
従

J
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
『
御
家
人
っ
て
、
詮
房
の
動
向
や
、
高
崎
城
内
の
出
来
事
な
ど

帳
』
に
よ
れ
ば
、
享
保
一

O
年
と
い
う
年
は
小
堀
家
が
記
録
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
高
崎
や

初
代
の
小
堀
勘
十
郎
か
ら
二
代
目
当
主
小
堀
勘
十
郎
村
上
に
関
す
る
絵
地
図
も
み
ら
れ
る
。
鯖
江
に
関
す

四五

冊
一一一六五四六四

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



る
史
料
で
は
、
「
従
村
上
西
鯖
江
御
所
替
御
用
向
」
、
て
き
た
。
「
御
用
部
屋
旧
記
L

は
江
戸
藩
邸
の
火
災
後

「
従
村
上
鯖
江
御
所
替
定
書
L

、
「
御
所
替
被
仰
出
候
に
整
理
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
鯖
江
藩
の

節
請
取
方
心
付
覚
」
、
「
鯖
江
御
引
移
ニ
付
申
渡
書
付
」
江
戸
藩
邸
に
お
い
て
こ
う
し
た
記
録
が
作
成
さ
れ
て

な
ど
で
、
村
上
か
ら
鯖
江
へ
の
所
領
替
え
に
関
す
る
い
た
こ
と
自
体
が
新
し
い
発
見
で
あ
り
、
そ
の
上
、

も

の

が

中

心

で

あ

る

。

こ

れ

ら

の

記

録

が

以

外

に

豊

富

な

内

容

を

持

っ

た

文

一
方
、
「
武
雅
記
」
は
、
享
保
一

O
年
の
「
家
督
日
書
類
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
と

記
」
か
ら
藩
主
詮
言
の
初
入
部
を
記
録
し
た
享
保
十
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
は
現
存
し
な
い
け
れ
ど

四
年
の
「
御
入
部
日
記
」
を
中
心
に
明
和
八
年
の
も
も
、
藩
邸
の
日
記
、
高
崎
、
村
上
に
関
す
る
史
料
が
註

の
ま
で
、
総
計
五
五
冊
の
日
記
で
あ
る
。
因
に
、
明
中
心
で
あ
る
。
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
①
「
従
江
戸
到
来
御
用
状
」
の
残
存
状
況
に
つ
い
て
は
寸
間
部

和
八
年
と
い
う
年
は
二
代
小
堀
勘
十
郎
が
鯖
江
藩
の
の
文
書
類
は
、
間
部
詮
一
房
一
が
六
代
将
軍
家
宜
、
七
代
家
文
書
年
次
目
録
し
参
照

家
老
に
任
命
さ
れ
た
年
で
あ
っ
た
(
『
御
家
人
帳
』
)
。
将
軍
家
継
の
側
用
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
ろ
の
②
「
日
記
」
の
残
存
状
況
に
つ
い
て
は
「
間
部
家
文
書
年
次
目

「
小
堀
記
」
(
「
政
輿
記
」
、
「
武
雅
記
」
)
の
日
記
は
寸
御
も
の
で
、
つ
ま
り
、
間
部
氏
が
立
身
出
世
を
果
た
し
、
録
」
参
照

用
部
屋
旧
記
」
の
日
記
と
比
較
す
る
と
「
御
用
部
屋
高
崎
、
村
上
を
経
て
、
つ
い
で
初
代
鯖
江
藩
主
間
部
③
拙
稿
寸
鯖
江
藩
家
臣
団
関
係
史
料
目
録
並
に
解
説
」
(
「
若
越

旧
記
」
が
公
用
日
記
で
、
「
小
堀
記
」
の
日
記
が
「
小
詮
言
の
代
に
、
鯖
江
藩
の
成
立
を
経
て
、
藩
制
が
確

堀
の
家
」
の
私
的
日
記
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
立
し
て
い
く
こ
ろ
の
も
の
で
、
極
め
て
興
味
の
持
た

小
堀
家
が
間
部
家
と
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
れ
る
文
書
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
書
類

と
を
考
え
れ
ぬ
こ
れ
ら
の
日
記
も
寸
一
家
臣
の
記
も
「
も
う
ひ
と
つ
の
間
部
家
文
書
し
と
称
し
て
も
過

録
」
を
こ
え
た
文
書
と
し
て
興
味
の
持
た
れ
る
史
料
言
で
は
な
く
、
仮
に
こ
れ
ら
の
文
書
が
現
存
し
て
い

で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
な
ら
ば
、
鯖
江
藩
史
研
究
に
与
え
る
影
響
は
図
り

し
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
『
紀

年
要
略
』
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
類
が
発
見
さ

れ
る
可
能
性
は
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
後
に
期
待

し
た
い
と
思
う
。
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五

お

わ

り

に

芥
川
家
文
書
『
文
献
援
遺
』
に
よ
り
、
鯖
江
藩
江

戸
藩
邸
の
記
録
と
、
一
家
臣
の
記
録
に
つ
い
て
述
べ

竹
内

鯖
江
藩
江
戸
藩
邸
「
御
用
部
屋
旧
記
」
・
1

小
堀
記
」
に
つ
い
て

〔
謝
辞
〕

史
料
所
蔵
者
の
芥
川
弘
孝
氏
に
は
史
料
に
つ
い
て

な
に
か
と
御
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
鯖
江

市
資
料
館
の
皆
き
ん
に
は
間
部
家
文
書
の
閲
覧
な
ど

で
た
い
へ
ん
お
世
話
を
お
掛
け
い
た
し
ま
し
た
。
こ

こ
に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

郷
土
研
究
」
第
一
ご
巻
二
号
)
参
照

④
寸
ふ
ー
、
の
他
一
件
書
類
」
の
資
料
内
容
に
つ
い
て
は
「
間
部
家

文
書
年
次
目
録
」
参
照

⑤
進
徳
館
旧
蔵
の
教
科
書
に
つ
い
て
は
、
「
間
部
文
書
目
録
別
冊

進
徳
学
蔵
書
目
録
L

参
照

⑥
昭
和
五
五
年
八
月
『
間
部
家
文
書
』
第
一
巻
解
説

⑦
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
(
八
)
「
秩
禄
処
分
顛
末

当
市
A

V

'

」

ag」
』

明
治
三
年
七
月
八
日
ニ
ハ
各
藩
ニ
於
テ
従
来
東
京
府
下
ニ

数
箇
所
ノ
邸
宅
ヲ
所
有
シ
タ
ル
ヲ
制
限
シ
、
各
藩
ト
モ
藩
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三
十
九
巻
四
号
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邸
一
箇
所
、
私
邸
一
箇
所
ト
セ
ラ
ル

と
あ
り
、
大
名
家
の
江
戸
藩
邸
が
、
藩
邸
一
箇
所
と
私
邸
一

箇
所
と
に
大
幅
に
整
理
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
数
々
の
記
録
類

が
失
わ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

③
奈
良
県
北
葛
城
郡
王
寺
町
明
神
芥
川
弘
孝
氏
所
蔵
文
書

⑨
『
文
献
扱
遺
』
(
百
)
所
収
の
「
御
領
知
」
は
、
間
部
家
に
下

さ
れ
た
領
知
朱
印
状
や
領
知
目
録
な
ど
を
写
し
と
っ
た
も
の
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
間
部
詮
房
の
所
領
に
つ
い
て
」
参
照
。

⑬
鯖
江
藩
の
江
戸
藩
邸
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
紹
介
す
る
予
定

で
あ
る
。

。
間
部
家
文
書
「
日
記
」
(
天
保
九
年
四
月
一

O
日
条
)

⑫
大
井
屋
敷
(
鮫
頭
屋
敷
)
の
火
災
に
つ
い
て
は
、
「
御
用
状
」

(
寛
政
元
年
五
月
一
日
付
六
番
御
用
状
)
に
次
の
如
く
記
録

さ
れ
て
い
る
。

一
、
四
月
廿
七
日
左
之
通
以
書
付
申
出
之

志
村

豊
田

権
之
丞

芙

蔵

岡
本

武

助

鮫
頭
御
屋
敷

拾

問

ニ

三

間

之

御

土

蔵

壱

ケ

所

右
之
通
焼
失
仕
候
、
此
段
御
届
申
上
候
、
以
上

四
月
廿
七
日

右
ニ
付
、
御
用
番
松
平
伊
豆
守
様
え
御
届
書
、
御
窺
書
左
之

通
被
指
出
候
旨
、
御
留
守
居
持
出
之

今
卯
中
刻
品
川
大
井
村
私
下
屋
鋪
土
蔵
よ
り
出
火
、

拾
関
ニ
三
間
之
武
器
蔵
壱
ケ
所
焼
失
、
早
速
消
留
申

候
、
尤
類
焼
無
御
座
候
、
此
段
御
届
申
上
候

四
月
廿
七
日

御
名

と
あ
り
、
鮫
頭
屋
敷
の
出
火
場
所
は
、
土
蔵
(
武
器
蔵
)
で

あ
っ
た
。

⑬
幕
府
か
ら
、
文
書
類
を
差
し
出
す
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
も
の

の
、
寛
政
元
年
の
火
災
に
よ
っ
て
文
書
類
も
相
当
焼
損
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
御
用
状
」
(
寛
政
八
年
五
月
七
日
付
八

番
御
用
状
)
に

同
廿
四
日
先
達
而
従
公
義
被
仰
出
候
亨
浄
院
様
御
役
中
之

御
書
物
御
城
え
可
被
差
出
旨
、
大
目
付
様
よ
り
御
差
図
有

之
候
付
、
今
日
御
留
守
居
を
以
左
之
通
被
差
出
之

二
五
永
頃
日
記

八
冊

一
正
徳
頃
日
記

拾
七
冊

都
合
弐
拾
五
冊

但
、
内
焼
損
有
之

之、右
{戻 、之一
通朝

其差但鮮
外出 、人
焼申虫来
失候喰朝
仕、 損御
候土、有用
哉蔵 、 之 留
無火、
御災、
座之、
候節、

引、
以出、
上焼、

損、
見、
苦、
も、
有、

拾
四
冊

四
月

御
名

家
小来
野

又
兵
衛

一
常
憲
院
様
御
凶
礼
一
件

但
、
九
之
巻
無
之

九
冊

之、右
候、之一

通同
以差一
上出回

申御
候忌

御
土、法
蔵、会
火、日
災、記
之、
節、七
引、冊
出、
候、
付、

見、
苦、
有、

四
月

小案

又
兵
衛

御
名

と
あ
る
よ
う
に
、
土
蔵
火
災
の
際
、
引
き
出
し
た
文
書
に
は

焼
損
が
み
ら
れ
た
が
、
長
い
間
(
八
年
間
余
)
そ
の
ま
ま
の

状
態
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
幕
府
か
ら
の
命
に
も
、
見
苦

し
い
ま
ま
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
を
提
出
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。

大
井
屋
敷
の
土
蔵
の
火
災
に
よ
っ
て
、
文
書
類
が
焼
損
し
た

こ
と
が
、
御
用
部
屋
旧
記
の
整
理
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
、
フ
か
。

⑬
『
鯖
江
市
史
』
第
五
巻
「
鯖
江
藩
御
家
人
帳
L

小
堀
家
の
項
。

⑬
『
御
家
人
帳
』
四
代
小
堀
勘
十
郎
の
と
こ
ろ
に

天
保
八
年
九
月
朔
日
御
称
号
被
下
、
末
々
嫡
子
計
名
乗
セ

候
様
被
仰
付

と
あ
る
よ
う
に
、
藩
主
か
ら
間
部
の
「
御
称
号
」
を
下
さ
れ

た
家
柄
で
あ
る
か
ら
、
落
主
と
は
近
い
関
係
に
あ
り
、
俗
に

小
堀
家
を
「
西
間
部
」
、
藩
家
老
の
植
田
家
を
「
東
間
部
L

と
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称
し
て
い
た
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